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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーンディスプレイの表示を制御する表示制御部を備え、
　前記表示制御部は、
　　前記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを、該ドキュメントを
含む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、前記表示領域をスクロール
移動させる第２のスクロール制御とを実行し、
　　前記第２のスクロール制御による前記スクロール移動の間、前記表示領域のスクロー
ル移動によって生じた表示空白部分に前記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させる
とともに、前記表示領域に含まれる操作子の少なくとも一部を操作可能に維持し、
　前記表示制御部に前記第１のスクロール制御を実行させるための第１のユーザ操作と、
前記表示制御部に前記第２のスクロール制御を実行させるための第２のユーザ操作とは、
互いに異なるタッチ操作であり、
　前記表示領域は、前記ドキュメントと、前記タッチスクリーンディスプレイを有する装
置のステータスを表示するステータス表示領域とを含み、
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記
ステータス表示領域を操作可能に維持し、
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御において、前記表示領域のスクロール移
動に合わせて前記ステータス表示領域をスクロール移動させるとともに、前記スクロール
移動がされている間の前記ステータス表示領域に対する所定のタッチ操作に応じ前記ステ
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ータス表示領域に対応する処理を行うことに基づき前記スクロール移動を元に戻す、表示
制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御において前記表示領域を一時的にスクロ
ール移動させる、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の移動量を
自動的に決定する、請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記スクロール移動の移動量は、前記操作可能に維持される操作子の表示サイズに応じ
て決定される、請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記スペーサは、前記自動的に決定された移動量と現在の移動量との関係を表現する画
像である、請求項３または４に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記
ドキュメント内に配置された操作子を操作可能に維持する、請求項１～５のいずれか１項
に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示領域は、前記ドキュメントと、前記ドキュメントに関する操作を受け付ける操
作子が配置された操作子配置領域とを含み、
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記
操作子配置領域に配置された操作子を操作可能に維持する、請求項１に記載の表示制御装
置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記
ドキュメント内に配置された操作子の操作を無効化する、請求項７に記載の表示制御装置
。
【請求項９】
　前記表示制御部は、さらに、前記第２のスクロール制御において、前記操作可能に維持
される操作子への操作によって前記ドキュメントの表示が変化したときに前記スクロール
移動を元に戻す、請求項１～８のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、さらに、前記第２のスクロール制御において、前記操作可能に維持
される操作子への操作が実行されたときに前記スクロール移動を元に戻す、請求項１～８
のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記タッチスクリーンディスプレイにおいて、前記第２のスクロール制御がない場合の
前記表示領域の位置は固定されている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示制御
装置。
【請求項１２】
　前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の移動方向は、前記第２のユー
ザ操作が実行された前記タッチスクリーンディスプレイ上または前記タッチスクリーンデ
ィスプレイの周囲の筐体上の位置に応じて決定される、請求項１～１１のいずれか１項に
記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　前記タッチスクリーンディスプレイを構成する表示部および操作部、記憶部、ならびに
通信部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記表示部における表示を制御する、請求項１～１２のいずれか１
項に記載の表示制御装置。
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【請求項１４】
　スマートフォンまたはタブレット端末である、請求項１３に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　タッチスクリーンディスプレイの表示を制御するプロセッサが、
　　前記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを、該ドキュメントを
含む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、前記表示領域をスクロール
移動させる第２のスクロール制御とを実行することと、
　　前記第２のスクロール制御による前記スクロール移動の間、前記表示領域のスクロー
ル移動によって生じた表示空白部分に前記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させる
とともに、前記表示領域に含まれる操作子の少なくとも一部を操作可能に維持することと
　を含み、
　ここで、前記プロセッサに前記第１のスクロール制御を実行させるための第１のユーザ
操作と、前記プロセッサに前記第２のスクロール制御を実行させるための第２のユーザ操
作とは、互いに異なるタッチ操作であり、
　前記表示領域は、前記ドキュメントと、前記タッチスクリーンディスプレイを有する装
置のステータスを表示するステータス表示領域とを含み、
　前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記ステータス表示領域
を操作可能に維持することと、
　前記第２のスクロール制御において、前記表示領域のスクロール移動に合わせて前記ス
テータス表示領域をスクロール移動させるとともに、前記スクロール移動がされている間
の前記ステータス表示領域に対する所定のタッチ操作に応じ前記ステータス表示領域に対
応する処理を行うことに基づき前記スクロール移動を元に戻すことと、
　をさらに含む、表示制御方法。
【請求項１６】
　タッチスクリーンディスプレイの表示を制御するコンピュータに、
　　前記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを、該ドキュメントを
含む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、前記表示領域をスクロール
移動させる第２のスクロール制御とを実行する機能と、
　　前記第２のスクロール制御による前記スクロール移動の間、前記表示領域のスクロー
ル移動によって生じた表示空白部分に前記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させる
とともに、前記表示領域に含まれる操作子の少なくとも一部を操作可能に維持する機能と
　を実現させ、
　ここで、前記コンピュータに前記第１のスクロール制御を実行させるための第１のユー
ザ操作と、前記コンピュータに前記第２のスクロール制御を実行させるための第２のユー
ザ操作とは、互いに異なるタッチ操作であり、
　前記表示領域は、前記ドキュメントと、前記タッチスクリーンディスプレイを有する装
置のステータスを表示するステータス表示領域とを含み、
　前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記ステータス表示領域
を操作可能に維持する機能と、
　前記第２のスクロール制御において、前記表示領域のスクロール移動に合わせて前記ス
テータス表示領域をスクロール移動させるとともに、前記スクロール移動がされている間
の前記ステータス表示領域に対する所定のタッチ操作に応じ前記ステータス表示領域に対
応する処理を行うことに基づき前記スクロール移動を元に戻す機能と、
　をさらに実現させる、プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示制御装置、表示制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、タッチスクリーンディスプレイを備えた端末装置が急速に普及している。こうし
た装置では、例えば特許文献１に記載されているように、ディスプレイに表示されたコン
テンツがスクロール表示される。スクロール表示によって、例えばディスプレイに全体が
収まらないようなコンテンツを部分的にディスプレイに表示させ、表示させる部分をスク
ロールさせることによってコンテンツ全体を表現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１２－５２４３１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようなタッチスクリーンディスプレイにおけるスクロール表示は、ディスプレイ
に表示されるコンテンツの部分を移動させるという機能に加えて、ディスプレイに表示さ
れる操作対象を移動させるという機能をも実現しうる。例えば、Ｗｅｂページのコンテン
ツに含まれるリンクまたはボタンなどの操作子を、スクロールによってユーザの指が届き
やすい位置まで移動させることができる。このような操作は、例えば最近のモバイル端末
装置のディスプレイの大型化に伴って、その有用性が増している。
【０００５】
　しかしながら、スクロール表示は本来的にはコンテンツをディスプレイに表示させるこ
とを目的としているため、上記のように操作対象を指が届きやすい位置まで移動させると
いう機能は必ずしも実現されるとは限らない。例えば、ユーザが操作したい操作子がコン
テンツの端部に位置している場合、スクロールはコンテンツの端部で終わるため、操作子
をユーザの所望の位置まで動かすことは難しい。
【０００６】
　そこで、本開示では、スクロール移動を用いてタッチスクリーンディスプレイの操作性
をさらに向上させることが可能な、新規かつ改良された表示制御装置、表示制御方法およ
びプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、タッチスクリーンディスプレイの表示を制御する表示制御部を含み、
上記表示制御部は、上記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを該ド
キュメントを含む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、上記表示領域
をスクロール移動させる第２のスクロール制御とを実行し、上記第２のスクロール制御に
よる上記スクロール移動の間、上記表示領域のスクロール移動によって生じた表示空白部
分に上記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させるとともに、上記表示領域に含まれ
る操作子の少なくとも一部を操作可能に維持し、上記表示制御部に上記第１のスクロール
制御を実行させるための第１のユーザ操作と、上記表示制御部に上記第２のスクロール制
御を実行させるための第２のユーザ操作とは、上記タッチスクリーンディスプレイ上の上
記表示領域に対する互いに異なるタッチ操作である表示制御装置が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、タッチスクリーンディスプレイの表示を制御するプロセッサが
、上記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを該ドキュメントを含む
表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、上記表示領域をスクロール移動
させる第２のスクロール制御とを実行することと、上記第２のスクロール制御による上記
スクロール移動の間、上記表示領域のスクロール移動によって生じた表示空白部分に上記
ドキュメントとは異なるスペーサを表示させるとともに、上記表示領域に含まれる操作子
の少なくとも一部を操作可能に維持することとを含み、上記プロセッサに上記第１のスク
ロール制御を実行させるための第１のユーザ操作と、上記プロセッサに上記第２のスクロ
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ール制御を実行させるための第２のユーザ操作とは、上記タッチスクリーンディスプレイ
上の上記表示領域に対する互いに異なるタッチ操作である表示制御方法が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、タッチスクリーンディスプレイの表示を制御するコンピュータ
に、上記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを該ドキュメントを含
む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、上記表示領域をスクロール移
動させる第２のスクロール制御とを実行する機能と、上記第２のスクロール制御による上
記スクロール移動の間、上記表示領域のスクロール移動によって生じた表示空白部分に上
記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させるとともに、上記表示領域に含まれる操作
子の少なくとも一部を操作可能に維持する機能とを実現させ、上記コンピュータに上記第
１のスクロール制御を実行させるための第１のユーザ操作と、上記コンピュータに上記第
２のスクロール制御を実行させるための第２のユーザ操作とは、上記タッチスクリーンデ
ィスプレイ上の上記表示領域に対する互いに異なるタッチ操作であるプログラムが提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、スクロール移動を用いてタッチスクリーンディス
プレイの操作性をさらに向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の第１の実施形態に係る端末装置の概略的な機能構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本開示の第１の実施形態に係る端末装置における第１の表示例を示す図である。
【図３】本開示の第１の実施形態に係る端末装置における第２の表示例を示す図である。
【図４】本開示の第２の実施形態に係る端末装置における第１の表示例を示す図である。
【図５】本開示の第２の実施形態に係る端末装置における第２の表示例を示す図である。
【図６】本開示の第３の実施形態に係る端末装置における第１の表示例を示す図である。
【図７】本開示の第３の実施形態に係る端末装置における第２の表示例を示す図である。
【図８】本開示の第４の実施形態に係る端末装置における処理の例を示すフローチャート
である。
【図９】本開示の他の実施形態における上方へのスクロール移動の例を示す図である。
【図１０】本開示の他の実施形態における上方へのスクロール移動の例を示す図である。
【図１１】本開示の他の実施形態における自動停止およびスペーサの表示の例を示す図で
ある。
【図１２】図１１に示したスクロール移動を元に戻すときの表示例を示す図である。
【図１３】図１１に示したスクロール移動を元に戻すときの別の表示例を示す図である。
【図１４】図１１に示したスクロール移動を元に戻すときのさらに別の表示例を示す図で
ある。
【図１５】本開示の他の実施形態における横画面の表示例を示す図である。
【図１６】本開示の他の実施形態における大型画面の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態
　　１－１．装置構成
　　１－２．表示例
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　２．第２の実施形態
　３．第３の実施形態
　４．第４の実施形態
　５．その他の実施形態
　　５－１．上方へのスクロール移動
　　５－２．自動停止およびスペーサの表示
　　５－３．元に戻すときの表示
　　５－４．横画面の場合の表示
　　５－５．大型画面の場合の表示
　６．補足
【００１４】
　（１．第１の実施形態）
　（１－１．装置構成）
　図１は、本開示の第１の実施形態に係る端末装置の概略的な機能構成を示すブロック図
である。図１を参照すると、端末装置１００は、タッチスクリーンディスプレイ１１０と
、制御部１２０と、記憶部１３０と、通信部１４０とを含む。これらの機能構成は、例え
ば後述する情報処理装置のハードウェア構成によって実現されうる。
【００１５】
　端末装置１００は、例えばスマートフォン、タブレット端末、携帯型ゲーム機、または
メディアプレーヤなど、タッチスクリーンディスプレイを用いて操作される装置である。
【００１６】
　タッチスクリーンディスプレイ１１０は、表示部１１２と、操作部１１４とを含む。表
示部１１２は、例えばＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）、または有機ＥＬ（Electro-
Luminescence）ディスプレイなどの表示装置であり、制御部１２０の制御に従って各種の
画像を表示してユーザに提示する。操作部１１４は、例えば各種方式のタッチセンサであ
り、表示部１１２の画面にユーザから与えられた接触を検出し、操作入力として制御部１
２０に提供する。
【００１７】
　ここで、端末装置１００は、表示部１１２による画像の表示、および／または図示しな
いスピーカによる音声の出力によって、例えばＷｅｂページや画像、動画、音楽などのコ
ンテンツをユーザに提供することが可能である。また、表示部１１２は、これらのコンテ
ンツを示す文字列、サムネイル画像、またはアイコンなどが配列されたコンテンツリスト
を表示しうる。さらに、表示部１１２は画像中に操作子を表示しうる。操作子は、例えば
コンテンツとともに表示されてコンテンツに対する再生、停止、移動などの操作を受け付
けたり、コンテンツリストとともに表示されて各コンテンツに対する再生、削除、移動な
どの操作を受け付けたりすることが可能な、例えばボタンやスライダなどのＧＵＩ（Grap
hical　User　Interface）部品である。
【００１８】
　また、表示部１１２では、例えばコンテンツやコンテンツリストがスクロールを伴って
表示される場合がある。より具体的には、Ｗｅｂページの全体が表示部１１２のサイズに
は収まらない場合、表示部１１２にはＷｅｂページの一部が表示され、ユーザのドラッグ
操作やフリック操作などによって表示部分が移動しうる。また、例えば、全コンテンツを
表示するコンテンツリストが表示部１１２のサイズには収まらない場合、表示部１１２に
はコンテンツリストの一部が表示され、ユーザのドラッグ操作やフリック操作などによっ
てコンテンツリストに表示されるコンテンツの範囲が移動する。
【００１９】
　制御部１２０は、ＣＰＵ（Central　Processing　unit）などのプロセッサであり、記
憶部１３０に格納されたプログラムに従って動作することによって端末装置１００の各部
を制御する。例えば、制御部１２０は、タッチスクリーンディスプレイ１１０の表示を制
御する。より具体的には、制御部１２０は、操作部１１４によって取得された操作入力に
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応じて、後述する記憶部１３０または通信部１４０から取得したコンテンツやコンテンツ
リストの表示部１１２への表示を制御する。また、制御部１２０は、記憶部１３０または
通信部１４０から取得した情報に基づいて、コンテンツリストを生成して表示部１１２に
表示させてもよい。さらに、制御部１２０は、操作部１１４によって取得された操作入力
に応じて、記憶部１３０に格納されたコンテンツのデータを操作したり、通信部１４０を
介してネットワーク上のコンテンツのデータを操作したりしてもよい。
【００２０】
　ここで、制御部１２０は、タッチスクリーンディスプレイ１１０に表示されるドキュメ
ントを、ドキュメントを含む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御を実行
する。また、制御部１２０は、表示領域自体をスクロール移動させる第２のスクロール制
御を実行する。ここで、第２のスクロール制御は、表示領域を一時的（temporary）にス
クロール移動させるものでありうる。第２のスクロール制御において、表示領域のスクロ
ール移動によって生じた表示空白部分には、ドキュメントとは異なるスペーサが表示され
うる。なお、第２のスクロール制御において、表示領域に含まれる操作子の少なくとも一
部は、操作可能に維持される。なお、上記の各スクロール制御の詳細については後述する
。
【００２１】
　記憶部１３０は、例えば半導体メモリ、またはＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）などであ
り、端末装置１００で使用される各種のデータを記憶する。記憶部１３０は、さらに、端
末装置１００に接続されたリムーバブル記録媒体を含んでもよい。記憶部１３０は、例え
ば、プロセッサが制御部１２０として機能するためのプログラムを記憶する。また、記憶
部１３０は、制御部１２０によって再生されて表示部１１２および／または音声出力部か
ら出力されるコンテンツのデータを記憶してもよい。
【００２２】
　通信部１４０は、有線または無線の各種通信方式によってネットワークに接続される通
信装置である。通信部１４０は、例えば、表示部１１２および／または音声出力部から出
力されるコンテンツのデータをネットワーク上の他の装置からダウンロードする。また、
通信部１４０は、制御部１２０が操作部１１４から取得した操作入力に応じて、ネットワ
ーク上の他の装置にあるコンテンツに対して削除や移動などの操作を加えてもよい。また
、通信部１４０は、プロセッサが制御部１２０として機能するためのプログラムをネット
ワーク上の他の装置からダウンロードして記憶部１３０に提供してもよい。
【００２３】
　（１－２．表示例）
　図２は、本開示の第１の実施形態に係る端末装置における第１の表示例を示す図である
。図２を参照すると、端末装置１００のタッチスクリーンディスプレイ１１０に表示され
ている画面５００には、ステータスバー５０１と、メニューバー５０３と、コンテンツ領
域５０５とが含まれる。図示された例において、コンテンツ領域５０５にはＷｅｂページ
が表示されている。Ｗｅｂページのようなコンテンツは、本明細書においてドキュメント
として参照されるものの一例である。
【００２４】
　図２Ａに示す状態では、コンテンツ領域５０５にＷｅｂページが最初の部分（Ｌｉｎｅ
１）から表示されている。Ｗｅｂページのより後の部分はこの時点ではコンテンツ領域５
０５に表示されていないため、ユーザはタッチスクリーンディスプレイ１１０へのドラッ
グ操作やフリック操作によってコンテンツをコンテンツ領域５０５内で上向きにスクロー
ルさせて、これらの部分を表示させる。一方、図２Ａに示す状態では、既にＷｅｂページ
の最初の部分（Ｌｉｎｅ１）が表示されているために、コンテンツの閲覧という観点から
は、これ以上コンテンツを下向きにスクロールさせる必要はない。
【００２５】
　ところが、例えばユーザが端末装置１００を片手で把持して操作しており、タッチスク
リーンディスプレイ１１０を操作するユーザの指がコンテンツ領域５０５の下側に位置し
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ている場合、コンテンツ領域５０５の上側に表示されたＷｅｂページの端部（Ｌｉｎｅ１
付近）にある操作子に対する操作が容易ではない場合がある。例えば、Ｗｅｂページの場
合、コンテンツ中に表示されたリンクを選択したり、ボタンを押したり、テキスト入力を
選択したりといった操作が生じうる。タッチスクリーンディスプレイ１１０におけるコン
テンツ領域５０５の表示位置が固定されている（つまり、ウインドウとして自由に移動さ
れない）場合、このような現象は特に顕著でありうる。なお、図示された例ではＷｅｂペ
ージがＬｉｎｅ１，Ｌｉｎｅ２，・・・と表示されているが、これはＷｅｂページがテキ
ストのみによって構成されていることを意味しない。Ｗｅｂページは、画像、およびリン
クもしくはボタンなどの操作子を含み、それがＬｉｎｅ１などとして図示されている部分
に表示されていてもよい。
【００２６】
　そこで、本実施形態では、図２Ｂに示すように、制御部１２０の制御によって、コンテ
ンツ領域５０５自体がスクロール移動する。図示された例では、コンテンツ領域５０５が
、上方に接して表示されていたメニューバー５０３から離れて下方にスクロール移動して
いる。このスクロール移動は一時的なもの（temporary）であるが、瞬間的なもの（trans
ient）ではない。つまり、図２Ｂに示すようにコンテンツ領域５０５がスクロール移動し
た状態は、例えばユーザによって次の操作が与えられるまで維持されうる。この状態にお
いて、コンテンツ領域５０５に含まれるＷｅｂページ内のリンクやボタンなどの操作子は
、操作可能に維持される。従って、ユーザは、コンテンツ領域５０５をスクロール移動さ
せてＷｅｂページの最初の部分（Ｌｉｎｅ１付近）を画面５００の下側に移動させたうえ
で、この部分に含まれる操作子に対して所望の操作をすることが可能である。これによっ
て、コンテンツ領域５０５のスクロール移動の前には操作が容易ではなかった部分の操作
子についても、容易に操作をすることができる。
【００２７】
　一方、コンテンツ領域５０５のスクロール移動によって生じたメニューバー５０３とコ
ンテンツ領域５０５との間の空白部分には、スペーサ５０７が表示される。スペーサ５０
７は、例えばコンテンツ領域５０５に表示されるコンテンツとは区別されるように表示さ
れ、コンテンツの下向きのスクロールが既に終了していることを表現してもよい。スペー
サ５０７としては、例えば単純な図形などの画像を表示させてもよいし、広告などの別の
コンテンツを表示させてもよい。スペーサ５０７として表示される画像またはコンテンツ
は、例えばコンテンツ領域５０５の下方へのスクロール移動とともに上方からスライドし
て現れてもよい。あるいは、スペーサ５０７として表示される画像またはコンテンツは、
コンテンツ領域５０５の背後に位置し、コンテンツ領域５０５の下方へのスクロール移動
によって隠されていた部分が現れるように表示されてもよい。
【００２８】
　図２Ｂに示したようなコンテンツ領域５０５のスクロール移動（制御部１２０による第
２のスクロール制御によって実現される）は、コンテンツ領域５０５に表示されたコンテ
ンツのスクロール（制御部１２０による第１のスクロール制御によって実現される）とは
別途に実装されうる。例えば、制御部１２０は、タッチスクリーンディスプレイ１１０の
操作部１１４によってコンテンツのスクロールのための第１のユーザ操作とは異なる第２
のユーザ操作が取得された場合に、コンテンツ領域５０５をスクロール移動させる第２の
スクロール制御を実行してもよい。ここで、上記の第１のユーザ操作と第２のユーザ操作
とは、互いに異なる操作でありうる。例えば、第１のユーザ操作と第２のユーザ操作とは
、タッチスクリーンディスプレイ１１０上の表示領域（例えばコンテンツ領域５０５）に
対する互いに異なるタッチ操作でありうる。より具体的には、コンテンツのスクロールの
ための第１のユーザ操作がドラッグ操作および／またはフリック操作である場合、コンテ
ンツ領域５０５のスクロール移動のための第２のユーザ操作は、例えばダブルタップの２
回目でフリックする、指の腹で長押しする、指の腹で長押しした後にフリックする、指の
腹でドラッグする、タップしながら指を上下に数回動かした後にフリックする、（付加的
に）端末装置１００の背面に設けられたタッチセンサを操作する、（付加的に）端末装置
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１００の側面またはディスプレイの縁に設けられたタッチセンサを操作する、タップしな
がら端末装置１００をシェイクする、などでありうる。なお、指の腹での長押しやドラッ
グは、例えば接触面積の違いによって指先での長押しやドラッグとは区別されうるが、本
明細書ではこれらの操作がいずれもタッチ操作として説明されうる。本実施形態では、上
記のいくつかの例のように、第１のユーザ操作は、第２のユーザ操作に比較して簡潔な操
作であってもよい。また、スクロール移動のための所定の操作は、タッチスクリーンディ
スプレイ１１０上のコンテンツ領域５０５以外の領域に対する操作を含んでもよく、また
タッチスクリーンディスプレイ１１０の周囲の筐体上に配置された操作部（例えば端末装
置１００の背面、側面またはディスプレイの縁に設けられたタッチセンサ）に対する操作
を含んでもよい。
【００２９】
　上記のような所定の操作によってコンテンツ領域５０５のスクロール移動が開始された
場合、以降のドラッグ操作やフリック操作は、例えば後述するコンテンツ領域５０５のス
クロール移動を元に戻す操作が取得されるまで、コンテンツ領域５０５のスクロール移動
量を制御する操作として扱われてもよい。つまり、上記の所定の操作が取得された場合、
制御部１２０は、画面５００の表示制御のモードを、コンテンツ領域５０５内でコンテン
ツをスクロールさせるモードから、コンテンツ領域５０５自体をスクロール移動させるモ
ードへと切り替えてもよい。これによって、ユーザがコンテンツ領域５０５をスクロール
移動によって所望の位置に配置することが容易になりうる。
【００３０】
　あるいは、制御部１２０は、操作部１１４によって取得されるコンテンツのスクロール
のための操作に応じて、コンテンツのスクロールに引き続いてコンテンツ領域５０５のス
クロール移動を実行してもよい。この場合、コンテンツのスクロールのための操作、例え
ばドラッグ操作やフリック操作が、コンテンツ領域５０５に表示されたコンテンツが端部
（図示された例ではＬｉｎｅ１が表示されている上端部）に到達しても継続して取得され
た場合、自動的にコンテンツ領域５０５のスクロール移動が実行されうる。この場合、ユ
ーザはコンテンツ領域５０５をスクロール移動させるにあたって、それまでのコンテンツ
のスクロールの場合と操作を切り替える必要がない。ここで、上記のようにユーザがコン
テンツ領域５０５のスクロールを望んでいなかったような場合、ユーザは例えば逆向きに
コンテンツをスクロールさせる操作を実行することによってコンテンツ領域５０５のスク
ロールを元に戻せばよい。
【００３１】
　スクロール移動されたコンテンツ領域５０５は、例えば、ユーザが上記の所定の操作を
もう一度実行したり、逆向きに実行したり、コンテンツ領域５０５がスクロール移動した
状態で表示されたＷｅｂページ中の操作子に対する操作を実行した場合に元に戻りうる。
【００３２】
　図３は、本開示の第１の実施形態に係る端末装置における第２の表示例を示す図である
。図３を参照すると、端末装置１００のタッチスクリーンディスプレイ１１０に表示され
ている画面６００には、ステータスバー６０１と、メニューバー６０３と、コンテンツリ
スト領域６０５とが含まれる。図示された例において、コンテンツリスト領域６０５には
画像コンテンツのサムネイルが表示されている。サムネイルは、タッチスクリーンディス
プレイ１１０の表示部１１２によって提供されるコンテンツリスト領域６０５には収まら
ないため、スクロールを伴って表示される。このようなコンテンツリストも、本明細書に
おいてドキュメントとして参照されるものの一例である。
【００３３】
　図３Ａに示す状態では、コンテンツリスト領域６０５にサムネイルの最初の部分（Ｐ１
～Ｐ９）が表示されている。サムネイルのより後の部分（Ｐ１０以降）はこの時点ではコ
ンテンツリスト領域６０５に表示されていないため、ユーザはタッチスクリーンディスプ
レイ１１０へのドラッグ操作やフリック操作によってコンテンツリストを上向きにスクロ
ールさせて、これらのサムネイルを表示させる。一方、図３Ａに示す状態では、最初のサ
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ムネイル（Ｐ１）が表示されているために、サムネイルの閲覧という観点からは、これ以
上コンテンツリストを下向きにスクロールさせる必要はない。
【００３４】
　ところが、例えばユーザが端末装置１００を片手で把持して操作しており、タッチスク
リーンディスプレイ１１０を操作するユーザの指がコンテンツリスト領域６０５の下側に
位置している場合、コンテンツリスト領域６０５の上側に表示されたサムネイル（例えば
Ｐ１～Ｐ３）に対して何らかの操作をすることが容易ではない場合がある。例えば、画像
コンテンツのサムネイルの場合、サムネイルを選択して画像コンテンツを表示させたり、
削除したり、タグをつけたりといった操作が生じうる。また、別の例として、コンテンツ
リスト領域に音楽コンテンツのタイトルまたはサムネイル画像が表示される場合であれば
、タイトルまたは画像を選択して音楽コンテンツを再生させたり、削除したり、タグをつ
けたりといった操作が生じうる。
【００３５】
　そこで、本実施形態では、図３Ｂに示すように、制御部１２０の制御によって、コンテ
ンツリスト領域６０５自体がスクロール移動する。図示された例では、コンテンツリスト
領域６０５が、上方に接して表示されていたメニューバー６０３から離れて下方にスクロ
ール移動している。このスクロール移動も、上記の第１の表示例と同様に一時的なもの（
temporary）であるが、瞬間的なもの（transient）ではない。つまり、図３Ｂに示すよう
にコンテンツリスト領域６０５がスクロール移動した状態は、例えばユーザによって次の
操作が与えられるまで維持されうる。この状態において、コンテンツリスト領域６０５に
含まれるサムネイル（画像コンテンツに関する種々の操作が可能であるため、操作子の一
種といえる）は、操作可能に維持される。従って、ユーザは、コンテンツリスト領域６０
５をスクロール移動させて最初の方のサムネイル（例えばＰ１～Ｐ３）を画面の下側に移
動させたうえで、これらのサムネイルに対して所望の操作をすることが可能である。これ
によって、コンテンツリスト領域６０５のスクロール移動の前には操作が容易ではなかっ
たサムネイルについても、容易に操作をすることができる。
【００３６】
　一方、コンテンツリスト領域６０５のスクロール移動によって生じたメニューバー６０
３とコンテンツリスト領域６０５との間の空白部分には、スペーサ６０７が表示される。
スペーサ６０７は、例えばコンテンツリスト領域６０５に表示されるサムネイルとは区別
されるように表示され、コンテンツリストの下向きのスクロールが既に終了していること
を表現してもよい。スペーサ６０７としては、例えば単純な図形などの画像を表示させて
もよいし、広告などの別のコンテンツを表示させてもよい。スペーサ６０７として表示さ
れる画像またはコンテンツは、例えばコンテンツリスト領域６０５の下方へのスクロール
移動とともに上方からスライドして現れてもよい。あるいは、スペーサ６０７として表示
される画像またはコンテンツは、コンテンツリスト領域６０５の背後に位置し、コンテン
ツリスト領域６０５の下方へのスクロール移動によって隠されていた部分が現れるように
表示されてもよい。
【００３７】
　図３Ｂに示したようなコンテンツリスト領域６０５のスクロール移動も、上記の第１の
表示例と同様に、コンテンツリスト領域６０５に表示されたコンテンツリストのスクロー
ルとは別途に実行されうる。そこで、例えば、制御部１２０は、タッチスクリーンディス
プレイ１１０の操作部１１４によってコンテンツリストのスクロールのための操作とは異
なる所定の操作が取得された場合に、コンテンツリスト領域６０５のスクロール移動を実
行してもよい。コンテンツリストのスクロールのための操作、およびコンテンツリスト領
域のスクロール移動のための操作の例については、上記の第１の表示例におけるコンテン
ツのスクロールのための操作およびコンテンツ領域のスクロール移動のための操作の例と
同様であるため、ここでは重複した説明を省略する。
【００３８】
　所定の操作によってコンテンツリスト領域６０５のスクロール移動が開始された場合、
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以降のドラッグ操作やフリック操作は、例えば後述するコンテンツリスト領域６０５のス
クロール移動を元に戻す操作が取得されるまで、コンテンツリスト領域６０５のスクロー
ル移動量を制御する操作として扱われてもよい。つまり、上記の所定の操作が取得された
場合、制御部１２０は、画面６００の表示制御のモードを、コンテンツリスト領域６０５
内でサムネイルなどをスクロールさせるモードから、コンテンツリスト領域６０５自体を
スクロール移動させるモードへと切り替えてもよい。これによって、コンテンツリスト領
域６０５が所望の位置までスクロール移動するように調節することが容易になりうる。
【００３９】
　あるいは、制御部１２０は、操作部１１４によって取得されるコンテンツリストのスク
ロールのための操作に応じて、コンテンツリストのスクロールに引き続いてコンテンツリ
スト領域６０５のスクロール移動を実行してもよい。この場合、コンテンツリストのスク
ロールのための操作、例えばドラッグ操作やフリック操作が、コンテンツリスト領域６０
５に表示されたサムネイルが先頭（図示された例ではＰ１）に到達しても継続して取得さ
れた場合、自動的にコンテンツリスト領域６０５のスクロール移動が実行されうる。この
場合、ユーザはコンテンツリスト領域６０５をスクロール移動させるにあたって、それま
でのコンテンツリストのスクロールの場合と操作を切り替える必要がない。ここで、ユー
ザがコンテンツリスト領域６０５のスクロールを望んでいなかったような場合、ユーザは
例えば逆向きにコンテンツリストをスクロールさせる操作を実行することによってコンテ
ンツリスト領域６０５のスクロールを元に戻せばよい。
【００４０】
　スクロール移動されたコンテンツリスト領域６０５は、例えば、ユーザが上記の所定の
操作をもう一度実行したり、逆向きに実行したり、コンテンツリスト領域６０５がスクロ
ール移動した状態で表示されたサムネイルに対する操作を実行した場合に元に戻りうる。
【００４１】
　（２．第２の実施形態）
　次に、図４および図５を参照して、本開示の第２の実施形態について説明する。本実施
形態は、コンテンツ領域やコンテンツリスト領域がメニューバーとともにスクロール移動
する点で、上記の第１の実施形態とは異なる。なお、それ以外の点については第１の実施
形態と同様であるため、重複した説明は省略する。
【００４２】
　図４は、本開示の第２の実施形態に係る端末装置における第１の表示例を示す図である
。図４を参照すると、端末装置１００のタッチスクリーンディスプレイ１１０に表示され
ている画面５００には、ステータスバー５０１と、メニューバー５０３と、コンテンツ領
域５０５とが含まれる。図示された例において、コンテンツ領域５０５にはＷｅｂページ
が表示されている。
【００４３】
　図４Ａに示す状態では、コンテンツ領域５０５にＷｅｂページが表示されている。コン
テンツ領域５０５に表示されたＷｅｂページに対する操作、例えば進む、戻る、再読み込
み、停止、ブックマーク登録などは、メニューバー５０３に配置されたボタンなどの操作
子によって取得されうる。つまり、メニューバー５０３は、Ｗｅｂページに関する操作を
受け付ける操作子が配置された操作子配置領域ともいえる。しかし、例えばユーザが端末
装置１００を片手で把持して操作しており、タッチスクリーンディスプレイ１１０を操作
するユーザの指がコンテンツ領域５０５の下側に位置している場合、上側にあるメニュー
バー５０３に配置された操作子の操作が容易ではない場合がある。
【００４４】
　そこで、本実施形態では、図４Ｂおよび図４Ｃに示すように、制御部１２０の制御によ
って、メニューバー５０３がコンテンツ領域５０５とともにスクロール移動する。図示さ
れた例では、メニューバー５０３が、上方に接して表示されていたステータスバー５０１
から離れて下方にスクロール移動している。このスクロール移動は一時的なもの（tempor
ary）であるが、瞬間的なもの（transient）ではない。つまり、図４Ｂまたは図４Ｃに示
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すようにメニューバー５０３がスクロールした状態は、例えばユーザによって次の操作が
与えられるまで維持されうる。この状態において、メニューバー５０３に含まれるボタン
などの操作子は、操作可能に維持される。従って、ユーザは、メニューバー５０３を画面
５００の下側に移動させたうえで、メニューバー５０３に含まれる操作子に対して所望の
操作をすることが可能である。つまり、ユーザは、例えば端末装置１００の把持状態を変
更することなく、容易にメニューバー５０３の操作子を操作することができる。
【００４５】
　一方、メニューバー５０３、およびコンテンツ領域５０５のスクロール移動によって生
じたステータスバー５０１とメニューバー５０３との間の空白部分には、スペーサ５０７
が表示される。スペーサ５０７としては、例えば単純な図形などの画像を表示させてもよ
いし、広告などの別のコンテンツを表示させてもよい。あるいは、スペーサ５０７として
、メニューバー５０３には含まれていない追加の操作子が表示されてもよい。スペーサ５
０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、例えばメニューバー５０３の
下方へのスクロール移動とともに上方からスライドして現れてもよい。あるいは、スペー
サ５０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、メニューバー５０３およ
びコンテンツ領域５０５の背後に位置し、メニューバー５０３の下方へのスクロール移動
によって隠されていた部分が現れるように表示されてもよい。
【００４６】
　図４Ｂおよび図４Ｃに示したようなメニューバー５０３のスクロール移動は、コンテン
ツ領域５０５に表示されたコンテンツのスクロールとは別途に実行されうる。例えば、制
御部１２０は、タッチスクリーンディスプレイ１１０の操作部１１４によってコンテンツ
のスクロールのための操作とは異なる所定の操作が取得された場合に、メニューバー５０
３のスクロール移動を実行してもよい。コンテンツのスクロールのための操作、およびメ
ニューバーのスクロール移動のための操作の例については、上記の第１の実施形態におけ
るコンテンツのスクロールのための操作およびコンテンツ領域のスクロール移動のための
操作の例と同様であるため、ここでは重複した説明を省略する。
【００４７】
　さらに、制御部１２０は、上記の所定の操作について、コンテンツ領域５０５をスクロ
ール移動させるための操作とメニューバー５０３をスクロール移動させるための操作とを
それぞれ設定し、これらの領域のスクロール移動を選択的に実行してもよい。例えば、制
御部１２０は、ダブルタップの後にフリックする操作をコンテンツ領域５０５のスクロー
ル移動のための操作に設定し、指の腹で長押しした後にフリックする動作をメニューバー
５０３のスクロール移動のための操作に設定してもよい。
【００４８】
　所定の操作によってメニューバー５０３のスクロール移動が開始された場合、以降のド
ラッグ操作やフリック操作は、例えば後述するメニューバー５０３のスクロール移動を元
に戻す操作が取得されるまで、メニューバー５０３のスクロール移動量を制御する操作と
して扱われてもよい。つまり、上記の所定の操作が取得された場合、制御部１２０は、画
面５００の表示制御のモードを、コンテンツ領域５０５内でコンテンツをスクロールさせ
るモードから、メニューバー５０３およびコンテンツ領域５０５をスクロール移動させる
モードへと切り替えてもよい。これによって、ユーザがメニューバー５０３をスクロール
移動によって所望の位置に配置することが容易になりうる。
【００４９】
　上記のような操作によってユーザがメニューバー５０３を所望の位置に配置した結果、
図４Ｃのようにメニューバー５０３が画面５００の下端に表示されてコンテンツ領域５０
５が表示されなくなった状態でユーザの次の操作が取得される場合もありうる。また、図
４Ｂのようにメニューバー５０３が画面５００の中ほどに表示され、その下にコンテンツ
領域５０５が表示された状態でユーザの次の操作が取得されてもよい。このとき、ユーザ
はメニューバー５０３に対する操作をするためにメニューバー５０３のスクロール移動を
実行していると考えられるため、コンテンツ領域５０５に表示されている操作子を無効化
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してもよい。あるいは、ユーザの操作の自由度を高めるために、コンテンツ領域５０５に
表示される操作子が操作可能に維持されてもよい。
【００５０】
　スクロール移動されたメニューバー５０３は、例えば、ユーザが上記の所定の操作をも
う一度実行したり、逆向きに実行したり、メニューバー５０３がスクロール移動した状態
でメニューバー５０３に含まれる操作子に対する操作を実行した場合に、コンテンツ領域
５０５とともに元に戻りうる。
【００５１】
　図５は、本開示の第２の実施形態に係る端末装置における第２の表示例を示す図である
。図５を参照すると、端末装置１００のタッチスクリーンディスプレイ１１０に表示され
ている画面６００には、ステータスバー６０１と、メニューバー６０３と、コンテンツリ
スト領域６０５とが含まれる。図示された例において、コンテンツリスト領域６０５には
画像コンテンツのサムネイルが表示されている。
【００５２】
　図５Ａに示す状態では、コンテンツリスト領域６０５にサムネイルの最初の部分（Ｐ１
～Ｐ９）が表示されている。これらのサムネイルに対する操作、例えば再生、削除、移動
などは、メニューバー６０３に表示されたボタンなどの操作子によって取得されうる。し
かし、例えばユーザが端末装置１００を片手で把持して操作しており、タッチスクリーン
ディスプレイ１１０を操作するユーザの指がコンテンツリスト領域６０５の下側に位置し
ている場合、上側にあるメニューバー６０３に配置された操作子の操作が容易ではない場
合がある。
【００５３】
　そこで、本実施形態では、図５Ｂおよび図５Ｃに示すように、制御部１２０の制御によ
って、メニューバー６０３がコンテンツリスト領域６０５とともにスクロール移動する。
図示された例では、メニューバー６０３が、上方に接して表示されていたステータスバー
６０１から離れて下方にスクロール移動している。このスクロール移動も、上記の第１の
表示例と同様に一時的なもの（temporary）であるが、瞬間的なもの（transient）ではな
い。つまり、図５Ｂおよび図５Ｃに示すようにメニューバー６０３がスクロールした状態
は、例えばユーザによって次の操作が与えられるまで維持されうる。この状態において、
メニューバー６０３に表示されるボタンなどの操作子は、操作可能に維持される。従って
、ユーザは、メニューバー６０３を画面６００の下側に移動させたうえで、メニューバー
６０３に含まれる操作子に対して所望の操作をすることが可能である。これによって、ユ
ーザは、例えば端末装置１００の把持状態を変更することなく、容易にメニューバー６０
３の操作子を操作することができる。
【００５４】
　一方、コンテンツリスト領域６０５およびメニューバー６０３のスクロール移動によっ
て生じたステータスバー６０１とメニューバー６０３との間の空白部分には、スペーサ６
０７が表示される。スペーサ６０７としては、例えば単純な図形などの画像を表示させて
もよいし、広告などの別のコンテンツを表示させてもよい。あるいは、スペーサ６０７と
して、メニューバー６０３には含まれていない追加の操作子が表示されてもよい。スペー
サ６０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、例えばメニューバー６０
３の下方へのスクロール移動とともに上方からスライドして現れてもよい。あるいは、ス
ペーサ６０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、メニューバー６０３
およびコンテンツリスト領域６０５の背後に位置し、メニューバー６０３の下方へのスク
ロール移動によって隠されていた部分が現れるように表示されてもよい。
【００５５】
　図５Ｂおよび図５Ｃに示したようなメニューバー６０３のスクロール移動も、上記の第
１の表示例と同様に、コンテンツリスト領域６０５に表示されたコンテンツリストのスク
ロールとは別途に実行されうる。そこで、例えば、制御部１２０は、タッチスクリーンデ
ィスプレイ１１０の操作部１１４によってコンテンツリストのスクロールのための操作と
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は異なる所定の操作が取得された場合に、メニューバー６０３のスクロール移動を実行し
てもよい。コンテンツリストのスクロールのための操作、およびメニューバーのスクロー
ル移動のための操作の例については、上記の第１の実施形態におけるコンテンツのスクロ
ールのための操作およびコンテンツ領域のスクロール移動のための操作の例と同様である
ため、ここでは重複した説明を省略する。
【００５６】
　さらに、制御部１２０は、上記の第１の表示例と同様に、コンテンツリスト領域６０５
をスクロール移動させるための操作とメニューバー６０３をスクロール移動させるための
操作とをそれぞれ設定し、これらの領域のスクロール移動を選択的に実行してもよい。ま
た、所定の操作によってメニューバー６０３のスクロール移動が開始された場合、以降の
ドラッグ操作やフリック操作は、例えば後述するメニューバー６０３のスクロール移動を
元に戻す操作が取得されるまで、メニューバー６０３のスクロール移動量を制御する操作
として扱われてもよい。
【００５７】
　上記のような操作によってユーザがメニューバー６０３を所望の位置に配置した結果、
図５Ｃのようにメニューバー６０３が画面６００の下端に表示されてコンテンツリスト領
域６０５が表示されなくなった状態でユーザの次の操作が取得される場合もありうる。ま
た、図５Ｂのようにメニューバー６０３が画面６００の中ほどに表示され、その下にコン
テンツリスト領域６０５が表示された状態でユーザの次の操作が取得されてもよい。この
とき、ユーザはメニューバー６０３に対する操作をするためにメニューバー６０３のスク
ロール移動を実行していると考えられるため、コンテンツリスト領域６０５に表示されて
いるサムネイルの操作を無効化してもよい。あるいは、ユーザの操作の自由度を高めるた
めに、コンテンツリスト領域６０５に表示されるサムネイルが操作可能に維持されてもよ
い。
【００５８】
　スクロール移動されたメニューバー６０３は、例えば、ユーザが上記の所定の操作をも
う一度実行したり、逆向きに実行したり、メニューバー６０３がスクロール移動した状態
でメニューバー６０３に含まれる操作子に対する操作を実行した場合に元に戻りうる。
【００５９】
　（３．第３の実施形態）
　次に、図６および図７を参照して、本開示の第３の実施形態について説明する。本実施
形態は、コンテンツ領域やコンテンツリスト領域がメニューバーおよびステータスバーと
ともにスクロール移動する点で、上記の第１および第２の実施形態とは異なる。なお、そ
れ以外の点については第１または第２の実施形態と同様であるため、重複した説明は省略
する。
【００６０】
　図６は、本開示の第３の実施形態に係る端末装置における第１の表示例を示す図である
。図６を参照すると、端末装置１００のタッチスクリーンディスプレイ１１０に表示され
ている画面５００には、ステータスバー５０１と、メニューバー５０３と、コンテンツ領
域５０５とが含まれる。図示された例において、コンテンツ領域５０５にはＷｅｂページ
が表示されている。
【００６１】
　図６Ａに示す状態では、コンテンツ領域５０５にＷｅｂページが表示されている。コン
テンツ領域５０５に表示されたＷｅｂページに対する操作、例えば進む、戻る、再読み込
み、停止、ブックマーク登録などは、メニューバー５０３に配置されたボタンなどの操作
子によって取得されうる。また、例えば端末装置１００のシステム全体に関する、メッセ
ージの着信やソフトウェアの更新などを示すステータス通知は、ステータスバー５０１を
選択することによって参照されうる。しかし、例えばユーザが端末装置１００を片手で把
持して操作しており、タッチスクリーンディスプレイ１１０を操作するユーザの指がコン
テンツ領域５０５の下側に位置している場合、上側にあるメニューバー５０３に配置され
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た操作子の操作や、さらに上側に配置されたステータスバー５０１の選択が容易ではない
場合がある。
【００６２】
　そこで、本実施形態では、図６Ｂおよび図６Ｃに示すように、制御部１２０の制御によ
って、ステータスバー５０１がメニューバー５０３およびコンテンツ領域５０５とともに
スクロール移動する。図示された例では、ステータスバー５０１が、画面５００の上端部
から離れて下方にスクロール移動している。このスクロール移動は一時的なもの（tempor
ary）であるが、瞬間的なもの（transient）ではない。つまり、図６Ｂまたは図６Ｃに示
すようにステータスバー５０１がスクロールした状態は、例えばユーザによって次の操作
が与えられるまで維持されうる。この状態において、ステータスバー５０１は選択可能に
維持される。また、メニューバー５０３に含まれるボタンなどの操作子も、操作可能に維
持されうる。従って、ユーザは、ステータスバー５０１およびメニューバー５０３を画面
５００の下側に移動させたうえで、ステータスバー５０１を選択して通知を表示させたり
、メニューバー５０３に含まれる操作子に対して所望の操作をしたりすることが可能であ
る。つまり、ユーザは、例えば端末装置１００の把持状態を変更することなく、容易にメ
ニューバー５０３の操作子を操作したり、ステータスバー５０１を選択したりすることが
できる。
【００６３】
　一方、ステータスバー５０１、メニューバー５０３、およびコンテンツ領域５０５のス
クロール移動によって生じたステータスバー５０１の上方の空白部分には、スペーサ５０
７が表示される。スペーサ５０７としては、例えば単純な図形などの画像を表示させても
よいし、広告などの別のコンテンツを表示させてもよい。あるいは、スペーサ５０７とし
て、メニューバー５０３には含まれていない追加の操作子が表示されてもよい。スペーサ
５０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、例えばステータスバー５０
１の下方へのスクロール移動とともに上方からスライドして現れてもよい。あるいは、ス
ペーサ５０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、ステータスバー５０
１、メニューバー５０３、およびコンテンツ領域５０５の背後に位置し、ステータスバー
５０１の下方へのスクロール移動によって隠されていた部分が現れるように表示されても
よい。
【００６４】
　図６Ｂおよび図６Ｃに示したようなステータスバー５０１のスクロール移動は、コンテ
ンツ領域５０５に表示されたコンテンツのスクロールとは別途に実行されうる。例えば、
制御部１２０は、タッチスクリーンディスプレイ１１０の操作部１１４によってコンテン
ツのスクロールのための操作とは異なる所定の操作が取得された場合に、ステータスバー
５０１のスクロール移動を実行してもよい。コンテンツのスクロールのための操作、およ
びステータスバーのスクロール移動のための操作の例については、上記の第１の実施形態
におけるコンテンツのスクロールのための操作およびコンテンツ領域のスクロール移動の
ための操作の例と同様であるため、ここでは重複した説明を省略する。
【００６５】
　さらに、制御部１２０は、上記の所定の操作について、コンテンツ領域５０５をスクロ
ール移動させるための操作とステータスバー５０１をスクロール移動させるための操作と
をそれぞれ設定し、これらの領域のスクロール移動を選択的に実行してもよい。例えば、
制御部１２０は、ダブルタップの後にフリックする操作をコンテンツ領域５０５のスクロ
ール移動のための操作に設定し、指の腹で長押しした後にフリックする動作をステータス
バー５０１のスクロール移動のための操作に設定してもよい。
【００６６】
　所定の操作によってステータスバー５０１のスクロール移動が開始された場合、以降の
ドラッグ操作やフリック操作は、例えば後述するステータスバー５０１のスクロール移動
を元に戻す操作が取得されるまで、ステータスバー５０１のスクロール移動量を制御する
操作として扱われてもよい。つまり、上記の所定の操作が取得された場合、制御部１２０
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は、画面５００の表示制御のモードを、コンテンツ領域５０５内でコンテンツをスクロー
ルさせるモードから、ステータスバー５０１、メニューバー５０３、およびコンテンツ領
域５０５をスクロール移動させるモードへと切り替えてもよい。これによって、ユーザが
ステータスバー５０１またはメニューバー５０３をスクロール移動によって所望の位置に
配置することが容易になりうる。
【００６７】
　上記のような操作によってユーザがステータスバー５０１またはメニューバー５０３を
所望の位置に配置した結果、図６Ｃのようにステータスバー５０１およびメニューバー５
０３が画面５００の下端に表示されてコンテンツ領域５０５が表示されなくなった状態で
ユーザの次の操作が取得される場合もありうる。また、図６Ｂのようにステータスバー５
０１およびメニューバー５０３が画面５００の中ほどに表示され、その下にコンテンツ領
域５０５が表示された状態でユーザの次の操作が取得されてもよい。このとき、ユーザは
ステータスバー５０１またはメニューバー５０３に対する操作をするためにステータスバ
ー５０１のスクロール移動を実行していると考えられるため、コンテンツ領域５０５に表
示されている操作子を無効化してもよい。あるいは、ユーザの操作の自由度を高めるため
に、コンテンツ領域５０５に表示される操作子が操作可能に維持されてもよい。
【００６８】
　スクロール移動されたステータスバー５０１およびメニューバー５０３は、例えば、ユ
ーザが上記の所定の操作をもう一度実行したり、逆向きに実行したり、ステータスバー５
０１およびメニューバー５０３がスクロール移動した状態でステータスバー５０１に表示
された通知の閲覧を終了したりメニューバー５０３に含まれる操作子に対する操作を実行
したりした場合に、コンテンツ領域５０５とともに元に戻りうる。
【００６９】
　図７は、本開示の第３の実施形態に係る端末装置における第２の表示例を示す図である
。図７を参照すると、端末装置１００のタッチスクリーンディスプレイ１１０に表示され
ている画面６００には、ステータスバー６０１と、メニューバー６０３と、コンテンツリ
スト領域６０５とが含まれる。図示された例において、コンテンツリスト領域６０５には
画像コンテンツのサムネイルが表示されている。
【００７０】
　図７Ａに示す状態では、コンテンツリスト領域６０５にサムネイルの最初の部分（Ｐ１
～Ｐ９）が表示されている。これらのサムネイルに対する操作、例えば再生、削除、移動
などは、メニューバー６０３に表示されたボタンなどの操作子によって取得されうる。ま
た、例えば端末装置１００のシステム全体に関する、メッセージの着信やソフトウェアの
更新などを示す通知は、ステータスバー６０１を選択することによって参照されうる。し
かし、例えばユーザが端末装置１００を片手で把持して操作しており、タッチスクリーン
ディスプレイ１１０を操作するユーザの指がコンテンツリスト領域６０５の下側に位置し
ている場合、上側にあるメニューバー６０３に配置された操作子の操作や、さらに上側に
配置されたステータスバー６０１の選択が容易ではない場合がある。
【００７１】
　そこで、本実施形態では、図７Ｂおよび図７Ｃに示すように、制御部１２０の制御によ
って、ステータスバー６０１がメニューバー６０３およびコンテンツリスト領域６０５と
ともにスクロール移動する。図示された例では、ステータスバー６０１が、画面６００の
上端部から離れて下方にスクロール移動している。このスクロール移動も、上記の第１の
表示例と同様に一時的なもの（temporary）であるが、瞬間的なもの（transient）ではな
い。つまり、図７Ｂまたは図７Ｃに示すようにステータスバー６０１がスクロールした状
態は、例えばユーザによって次の操作が与えられるまで維持されうる。この状態において
、ステータスバー６０１は選択可能に維持される。また、メニューバー６０３に含まれる
ボタンなどの操作子も、操作可能に維持されうる。従って、ユーザは、ステータスバー６
０１およびメニューバー６０３を画面６００の下側に移動させたうえで、ステータスバー
６０１を選択して通知を表示させたり、メニューバー６０３に含まれる操作子に対して所



(17) JP 6155869 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

望の操作をしたりすることが可能である。つまり、ユーザは、例えば端末装置１００の把
持状態を変更することなく、容易にメニューバー６０３の操作子を操作したり、ステータ
スバー６０１を選択したりすることができる。
【００７２】
　一方、ステータスバー６０１、メニューバー６０３、およびコンテンツリスト領域６０
５のスクロール移動によって生じたステータスバー６０１の上方の空白部分には、スペー
サ６０７が表示される。スペーサ６０７としては、例えば単純な図形などの画像を表示さ
せてもよいし、広告などの別のコンテンツを表示させてもよい。あるいは、スペーサ６０
７として、メニューバー６０３には含まれていない追加の操作子が表示されてもよい。ス
ペーサ６０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、例えばステータスバ
ー６０１の下方へのスクロール移動とともに上方からスライドして現れてもよい。あるい
は、スペーサ６０７として表示される画像、コンテンツ、または操作子は、ステータスバ
ー６０１、メニューバー６０３、およびコンテンツリスト領域６０５の背後に位置し、ス
テータスバー６０１の下方へのスクロール移動によって隠されていた部分が現れるように
表示されてもよい。
【００７３】
　図７Ｂおよび図７Ｃに示したようなステータスバー６０１のスクロール移動も、上記の
第１の表示例と同様に、コンテンツリスト領域６０５に表示されたコンテンツリストのス
クロールとは別途に実行されうる。例えば、制御部１２０は、タッチスクリーンディスプ
レイ１１０の操作部１１４によってコンテンツリストのスクロールのための操作とは異な
る所定の操作が取得された場合に、ステータスバー６０１のスクロール移動を実行しても
よい。コンテンツリストのスクロールのための操作、およびステータスバーのスクロール
移動のための操作の例については、上記の第１の実施形態におけるコンテンツのスクロー
ルのための操作およびコンテンツ領域のスクロール移動のための操作の例と同様であるた
め、ここでは重複した説明を省略する。
【００７４】
　さらに、制御部１２０は、上記の第１の表示例と同様に、コンテンツリスト領域６０５
をスクロール移動させるための操作とステータスバー６０１をスクロール移動させるため
の操作とをそれぞれ設定し、これらの領域のスクロール移動を選択的に実行してもよい。
また、所定の操作によってステータスバー６０１のスクロール移動が開始された場合、以
降のドラッグ操作やフリック操作は、例えば後述するステータスバー６０１のスクロール
移動を元に戻す操作が取得されるまで、ステータスバー６０１のスクロール移動量を制御
する操作として扱われてもよい。
【００７５】
　上記のような操作によってユーザがステータスバー６０１またはメニューバー６０３を
所望の位置に配置した結果、図７Ｃのようにステータスバー６０１およびメニューバー６
０３が画面６００の下端に表示されてコンテンツリスト領域６０５が表示されなくなった
状態でユーザの次の操作が取得される場合もありうる。また、図７Ｂのようにステータス
バー６０１およびメニューバー６０３が画面６００の中ほどに表示され、その下にコンテ
ンツリスト領域６０５が表示された状態でユーザの次の操作が取得されてもよい。このと
き、ユーザはステータスバー６０１またはメニューバー６０３に対する操作をするために
ステータスバー６０１のスクロール移動を実行していると考えられるため、コンテンツリ
スト領域６０５に表示されているサムネイルの操作を無効化してもよい。あるいは、ユー
ザの操作の自由度を高めるために、コンテンツリスト領域６０５に表示されるサムネイル
が操作可能に維持されてもよい。
【００７６】
　スクロール移動されたステータスバー６０１およびメニューバー６０３は、例えば、ユ
ーザが上記の所定の操作をもう一度実行したり、逆向きに実行したり、ステータスバー６
０１およびメニューバー６０３がスクロール移動した状態でステータスバー６０１に表示
された通知の閲覧を終了したりメニューバー６０３に含まれる操作子に対する操作を実行
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したりした場合に、コンテンツリスト領域６０５とともに元に戻りうる。
【００７７】
　（４．第４の実施形態）
　次に、図８を参照して、本開示の第４の実施形態について説明する。本実施形態では、
上記の第１～第３の実施形態における、コンテンツ領域（またはコンテンツリスト領域）
からのスクロール移動と、メニューバーからのスクロール移動と、ステータスバーからの
スクロール移動とが、端末装置１００のＯＳ（Operating　System）、画面を表示させる
アプリケーションのサポート状態に応じて使い分けられる。
【００７８】
　図８は、本開示の第４の実施形態に係る端末装置における処理の例を示すフローチャー
トである。まず、端末装置１００の操作部１１４が、コンテンツ（またはコンテンツリス
ト）のスクロールではないスクロール移動を示す所定の操作を取得する（ステップＳ１０
１）。ここで、所定の操作は、例えば上述したようにダブルタップの２回目でフリックす
る、指の腹で長押しする、指の腹で長押しした後にフリックする、指の腹でドラッグする
、タップしながら指を上下に数回動かした後にフリックする、（付加的に）端末装置１０
０の背面に設けられたタッチセンサを操作する、（付加的に）端末装置１００の側面また
はディスプレイの縁に設けられたタッチセンサを操作する、タップしながら端末装置１０
０をシェイクする、などでありうる。
【００７９】
　ここで、操作部１１４によって所定の操作が取得されたと判定された場合、制御部１２
０は、表示部１１２を制御して、別のスクロール表示モードが開始されたことを示すエフ
ェクトを表示させてもよい。例えば、画面中のスクロール移動する部分（例えば図２の例
ではコンテンツ領域５０５、図４の例ではメニューバー５０３、図６の例ではステータス
バー５０１）に紙がはがれるようなエフェクトが表示されてもよい。また、これらの部分
がわずかに縮小されてフロートしているように見えるようなエフェクトが表示されてもよ
い。これらのエフェクトは、開始時だけではなく、スクロール移動の途中でも表示されう
る。
【００８０】
　次に、ＯＳがスクロール移動の機能をサポートしているか否かの判定が実施され（ステ
ップＳ１０３）、ＯＳが機能をサポートしていれば（ＹＥＳ）、第３の実施形態のような
ステータスバーからのスクロール移動が実行される（ステップＳ１０５）。本実施形態で
は、ステータスバーはＯＳの機能によって表示されるため、ステータスバーからのスクロ
ール移動を実現するためにはＯＳがスクロール移動の機能をサポートしていることが必要
である。もちろん、ＯＳが機能をサポートしている場合であっても、メニューバーからの
スクロール移動やコンテンツ領域（またはコンテンツリスト領域）からのスクロール移動
が実行されてもよい。
【００８１】
　一方、ステップＳ１０３の判定において、ＯＳが機能をサポートしていない場合（ＮＯ
）、画面を表示させているアプリケーションがスクロール移動の機能をサポートしている
か否かの判定が実施される（ステップＳ１０７）。ここで、アプリケーションが機能をサ
ポートしていれば（ＹＥＳ）、第２の実施形態のようなメニューバーからのスクロール移
動が実行される（ステップＳ１０９）。本実施形態では、メニューバーはアプリケーショ
ンの機能によって表示されるため、メニューバーからのスクロール移動を実現するために
はアプリケーションがスクロール移動の機能をサポートしていることが必要である。もち
ろん、アプリケーションが機能をサポートしている場合であっても、コンテンツ領域（ま
たはコンテンツリスト領域）からのスクロール移動が実行されてもよい。
【００８２】
　一方、ステップＳ１０７の判定において、アプリケーションが機能をサポートしていな
い場合（ＮＯ）、第１の実施形態のようなコンテンツ領域（コンテンツリスト領域）から
のスクロール移動が実行される（ステップＳ１１１）。このとき、制御部１２０は、例え
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ばコンテンツ（またはコンテンツリスト）の先頭部に、スペーサとして表示されるダミー
のコンテンツ部分や広告などを付加し、通常のコンテンツ（またはコンテンツリスト）の
スクロールに続いてこれらのコンテンツ部分や広告が表示されるようにする。
【００８３】
　（５．その他の実施形態）
　（５－１．上方へのスクロール移動）
　図９および図１０は、本開示の他の実施形態における上方へのスクロール移動の例を示
す図である。図９Ａ～図９Ｃはコンテンツ表示における例を示し、図１０Ａ～図１０Ｃは
コンテンツリスト表示における例を示す。上述した第１～第３の実施形態では、タッチス
クリーンディスプレイ１１０を操作するユーザの指がコンテンツ領域５０５（またはコン
テンツリスト領域６０５）の下側に位置している場合を例として説明したが、同様に、ユ
ーザの指がコンテンツ領域５０５（またはコンテンツリスト領域６０５）の上側に位置す
る場合、上方へのスクロール移動によって操作性の向上を図ってもよい。
【００８４】
　例えば、図９Ａおよび図１０Ａの例に示すように、コンテンツ領域５０５（またはコン
テンツリスト領域６０５）を上方にスクロール移動させて操作子やサムネイルをユーザの
操作しやすい範囲に近付けてもよい。同様に、図９Ｂおよび図１０Ｂの例に示すようにメ
ニューバー５０３，６０３が画面５００，６００の上端ではなく下端に表示される場合、
メニューバー５０３，６０３を上方にスクロール移動させてもよい。また、図９Ｃおよび
図１０Ｃの例に示すようにステータスバー５０１，６０１が画面５００，６００の下端に
表示される場合、ステータスバー５０１，６０１を上方にスクロール移動させてもよい。
【００８５】
　（５－２．自動停止およびスペーサの表示）
　図１１は、本開示の他の実施形態における自動停止およびスペーサの表示の例を示す図
である。図示された例では、ステータスバー６０１からのスクロール移動が実行される。
図１１Ａでは、ステータスバー６０１のスクロール移動のモードは開始されておらず、コ
ンテンツリスト領域６０５に表示された画像コンテンツのサムネイル（Ｐ１０～Ｐ１７）
がスクロール表示されている。ここで、上述したような所定の操作、例えば指の腹での長
押しや、指の腹でのスクロール、タップしながら端末装置１００をシェイクするなどの操
作が取得されると、制御部１２０がステータスバー６０１のスクロール移動のモードを開
始させる。
【００８６】
　図１１Ｂは、ステータスバー６０１のスクロール移動のモードが開始されたときの表示
例である。このとき、ステータスバー６０１、メニューバー６０３、およびコンテンツリ
スト領域６０５が、（キャプチャされたときのように）表示内容を保ったまま少し下方に
移動する。移動によって生じた空白部分には、スペーサ６０７が表示される。図示された
例において、スペーサ６０７は、画面６００の上端からステータスバー６０１を吊るす紐
のような画像でありうる。図１１Ｂの時点では、この紐はかなり弛んでいる。
【００８７】
　図１１Ｃは、ステータスバー６０１のスクロール移動が進行中の表示例である。このと
き、ステータスバー６０１、メニューバー６０３、およびコンテンツリスト領域６０５は
、引き続き図１１Ａの時点での表示内容を保ったまま下方へ移動している。上述のように
、この状態でも、ステータスバー６０１の選択や、メニューバー６０３に含まれる操作子
への操作が可能でありうる。また、スペーサ６０７として表示されている紐は、画面６０
０の上端とステータスバー６０１との間の距離が広がってきたことを反映して、徐々に弛
みが小さくなっている。
【００８８】
　図１１Ｄは、ステータスバー６０１のスクロール移動が停止した時の表示例である。こ
のとき、ステータスバー６０１およびメニューバー６０３は、画面６００の下端近くまで
移動しており、例えば画面６００の下側に位置するユーザの指で十分に操作しやすい位置
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にあるものと推定される。従って、制御部１２０は、この位置をステータスバー６０１の
スクロール移動の限界点に設定してもよい。このとき、スペーサ６０７として表示されて
いる紐は、ステータスバー６０１の下方への移動が限界に達したことを反映して、張りつ
めた状態で表示されている。
【００８９】
　図示された例では、端末装置１００の制御部１２０がステータスバー６０１のスクロー
ル移動の移動量を自動的に決定するため、ユーザが調整しなくても適切な位置でステータ
スバー６０１およびメニューバー６０３のスクロール移動を停止させることができる。こ
こで、スクロール移動の移動量は、操作可能に維持される操作子の表示サイズ、すなわち
上記の例ではステータスバー６０１やメニューバー６０３に表示される操作子の表示サイ
ズに応じて決定されうる。また、スペーサ６０７として、上記の例の紐のように、自動的
に決定された移動量と現在の移動量との関係を表現する画像を表示させることによって、
どこまでスクロール移動が進むかをユーザが直感的に認識することができる。もちろん、
メニューバー６０３やコンテンツリスト領域６０５のスクロール移動、および画面５００
の各領域のスクロール移動において同様の制御および表示をすることも可能である。
【００９０】
　（５－３．元に戻すときの表示）
　図１２は、図１１に示したスクロール移動を元に戻すときの表示例を示す図である。図
１２Ａは、図１１Ｄと同じ表示であるが、ここでスクロール移動を元に戻すための所定の
操作、例えばタップして上方にフリックする操作が取得されると、制御部１２０がステー
タスバー６０１のスクロール移動を元に戻すための制御を開始する。図示された例では、
上記の所定の操作によって、自動的にスクロール移動が元に戻される。図１２Ｂはその途
中の状態を示す。例えば図１１Ｃの例とは異なり、スペーサ６０７として表示される紐は
張りつめた状態のままであり、例えばステータスバー６０１が上方に引き上げられるよう
な動きを表現してもよい。
【００９１】
　図１２Ｃに示すように、ステータスバー６０１が画面６００の上端まで移動されると、
ステータスバー６０１のスクロール移動のモードが終了し、以降、コンテンツ領域６０５
に表示されたサムネイルのスクロール表示が再開される。なお、上記の例では図１２Ａで
の操作によって自動的にスクロール移動が元に戻ったが、他の例では、ユーザが図１２Ｃ
の状態になるまで上方へのドラッグ操作またはフリック操作を実行することによって、手
動でスクロール移動が元に戻されてもよい。この場合、途中で上方への操作を中止し、再
び図１２Ａの状態に戻すことも可能である。それゆえ、図１２Ｂでのスペーサ６０７の表
示は、図１１Ｃと同様にやや弛んだ紐であり、ステータスバー６０１が上下どちらにも移
動可能であることを表現してもよい。
【００９２】
　図１３は、図１１に示したスクロール移動を元に戻すときの別の表示例を示す図である
。図１３Ａは、図１１Ｄと同じ表示であるが、ここでステータスバー６０１を選択する操
作が取得される。上述の通り、ステータスバー６０１にはメッセージの着信やソフトウェ
アの更新などを示す通知が表示されるため、ステータスバー６０１を選択すると、図１３
Ｂに示すようにステータス画面６０９を参照することができる。図示された例では、ステ
ータス画面６０９に表示される閉じるボタン６１１を選択することで、ステータス画面６
０９の表示が終了するともに、図１３Ｃに示すようにステータスバー６０１の表示位置が
元に戻り、スクロール移動のモードが終了する。
【００９３】
　図１４は、図１１に示したスクロール移動を元に戻すときのさらに別の表示例を示す図
である。図１４Ａは、図１１Ｄと同じ表示であるが、ここでメニューバー６０３に含まれ
る操作子を介した操作によって、アプリケーション内での画面遷移、つまりドキュメント
の表示の変化が発生する。図示された例では、図１４Ｂに示すような地図表示画面６５０
への遷移が実行されているが、このときにステータスバー６０１のスクロール移動が元に
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戻されている。ステータスバー６０１の位置はすぐに元に戻ってもよいし、アニメーショ
ンなどが表示されて所定の時間をかけて戻ってもよい。一方、図１４Ａの表示で、メニュ
ーバー６０３に含まれる操作子を介してコンテンツリスト領域６０５に表示された画像コ
ンテンツのサムネイルに対する操作、例えばコンテンツの削除などが実行された場合も、
画面遷移は発生しないが、図１４Ｃに示すようにステータスバー６０１のスクロール移動
が元に戻されてもよい。
【００９４】
　（５－４．横画面の場合の表示）
　図１５は、本開示の他の実施形態における横画面の表示例を示す図である。図１５Ａの
例では、横画面７００で右側に接触領域（Ｔｏｕｃｈ）がある場合、表示内容が右の方に
スクロール移動し、空いた部分にスペーサ７０７が表示される。また、図１５Ｂの例では
、横画面７００で左側に接触領域（Ｔｏｕｃｈ）がある場合、表示内容が左の方にスクロ
ール移動し、空いた部分にスペーサ７０７が表示される。このように、上述した本開示の
実施形態は、スマートフォンなどの端末装置１００において、縦画面と同様にして横画面
にも適用可能である。
【００９５】
　（５－５．大型画面の場合の表示）
　図１６は、本開示の他の実施形態における大型画面の表示例を示す図である。図１６Ａ
の例では、大型画面８００で右下に接触領域（Ｔｏｕｃｈ）がある場合、表示内容が右下
にスクロール移動し、空いたＬ字状の部分にスペーサ８０７が表示される。また、図１６
Ｂの例では、大型画面８００で左下に接触領域（Ｔｏｕｃｈ）がある場合、表示内容が左
下にスクロール移動し、空いたＬ字状の部分にスペーサ８０７が表示される。このように
、上述した本開示の実施形態は、タブレット端末などの端末装置１００において、縦横両
方へのスクロールがありうる大型画面にも適用可能である。この場合、スクロール移動の
移動方向は、上記の例のように、所定のユーザ操作が実行されたタッチスクリーンディス
プレイ上またはタッチスクリーンディスプレイの周囲の筐体上の位置に応じて決定されう
る。
【００９６】
　（６．補足）
　上述した実施形態では、端末装置における表示制御が端末装置の内部で実行され、端末
装置が表示制御装置として機能したが、本開示の実施形態はこのような例には限られない
。例えば、端末装置とネットワークを介して通信するサーバが端末装置における表示制御
の機能を提供してもよい。この場合、サーバを構成する１または複数のサーバ装置が、表
示制御装置として機能する。
【００９７】
　本開示の実施形態は、例えば、上記で説明したような表示制御装置（端末装置またはサ
ーバ装置）、システム、表示装置またはシステムで実行される方法、表示制御装置を機能
させるためのプログラム、およびプログラムが記録された一時的でない有形の媒体を含み
うる。
【００９８】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００９９】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）タッチスクリーンディスプレイの表示を制御する表示制御部を備え、
　前記表示制御部は、
　　前記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを該ドキュメントを含
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む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、前記表示領域をスクロール移
動させる第２のスクロール制御とを実行し、
　　前記第２のスクロール制御による前記スクロール移動の間、前記表示領域のスクロー
ル移動によって生じた表示空白部分に前記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させる
とともに、前記表示領域に含まれる操作子の少なくとも一部を操作可能に維持し、
　前記表示制御部に前記第１のスクロール制御を実行させるための第１のユーザ操作と、
前記表示制御部に前記第２のスクロール制御を実行させるための第２のユーザ操作とは、
前記タッチスクリーンディスプレイ上の前記表示領域に対する互いに異なるタッチ操作で
ある
　表示制御装置。
（２）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御において前記表示領域を一時的にス
クロール移動させる、前記（１）に記載の表示制御装置。
（３）前記第１のユーザ操作は、前記第２のユーザ操作に比較して簡潔な操作である、前
記（１）または（２）に記載の表示制御装置。
（４）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の移動
量を自動的に決定する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の表示制御装置。
（５）前記スクロール移動の移動量は、前記操作可能に維持される操作子の表示サイズに
応じて決定される、前記（４）に記載の表示制御装置。
（６）前記スペーサは、前記自動的に決定された移動量と現在の移動量との関係を表現す
る画像である、前記（４）または（５）に記載の表示制御装置。
（７）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、
前記ドキュメント内に配置された操作子を操作可能に維持する、前記（１）～（６）のい
ずれか１項に記載の表示制御装置。
（８）前記表示領域は、前記ドキュメントと、前記ドキュメントに関する操作を受け付け
る操作子が配置された操作子配置領域とを含み、
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記
操作子配置領域に配置された操作子を操作可能に維持する、前記（１）に記載の表示制御
装置。
（９）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、
前記ドキュメント内に配置された操作子の操作を無効化する、前記（８）に記載の表示制
御装置。
（１０）前記表示領域は、前記ドキュメントと、前記タッチスクリーンディスプレイを有
する装置のステータスを表示するステータス表示領域とを含み、
　前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の間、前記
ステータス表示領域を操作可能に維持する、前記（１）に記載の表示制御装置。
（１１）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御において、前記ステータス表示領
域への操作によって表示されるステータス画面の表示が終了したときに前記スクロール移
動を元に戻す、前記（１０）に記載の表示制御装置。
（１２）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御において、前記操作可能に維持さ
れる操作子への操作によって前記ドキュメントの表示が変化したときに前記スクロール移
動を元に戻す、前記（１）～（１１）のいずれか１項に記載の表示制御装置。
（１３）前記表示制御部は、前記第２のスクロール制御において、前記操作可能に維持さ
れる操作子への操作が実行されたときに前記スクロール移動を元に戻す、前記（１）～（
１１）のいずれか１項に記載の表示制御装置。
（１４）前記タッチスクリーンディスプレイにおいて、前記第２のスクロール制御がない
場合の前記表示領域の位置は固定されている、前記（１）～（１３）のいずれか１項に記
載の表示制御装置。
（１５）前記第２のスクロール制御における前記スクロール移動の移動方向は、前記第２
のユーザ操作が実行された前記タッチスクリーンディスプレイ上または前記タッチスクリ
ーンディスプレイの周囲の筐体上の位置に応じて決定される、前記（１）～（１４）のい
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ずれか１項に記載の表示制御装置。
（１６）前記タッチスクリーンディスプレイを構成する表示部および操作部、記憶部、な
らびに通信部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記表示部における表示を制御する、前記（１）～（１５）のいず
れか１項に記載の表示制御装置。
（１７）スマートフォンまたはタブレット端末である、前記（１６）に記載の表示制御装
置。
（１８）タッチスクリーンディスプレイの表示を制御するプロセッサが、
　　前記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを該ドキュメントを含
む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、前記表示領域をスクロール移
動させる第２のスクロール制御とを実行することと、
　　前記第２のスクロール制御による前記スクロール移動の間、前記表示領域のスクロー
ル移動によって生じた表示空白部分に前記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させる
とともに、前記表示領域に含まれる操作子の少なくとも一部を操作可能に維持することと
　を含み、
　前記プロセッサに前記第１のスクロール制御を実行させるための第１のユーザ操作と、
前記プロセッサに前記第２のスクロール制御を実行させるための第２のユーザ操作とは、
前記タッチスクリーンディスプレイ上の前記表示領域に対する互いに異なるタッチ操作で
ある表示制御方法。
（１９）タッチスクリーンディスプレイの表示を制御するコンピュータに、
　　前記タッチスクリーンディスプレイに表示されるドキュメントを該ドキュメントを含
む表示領域内でスクロールさせる第１のスクロール制御と、前記表示領域をスクロール移
動させる第２のスクロール制御とを実行する機能と、
　　前記第２のスクロール制御による前記スクロール移動の間、前記表示領域のスクロー
ル移動によって生じた表示空白部分に前記ドキュメントとは異なるスペーサを表示させる
とともに、前記表示領域に含まれる操作子の少なくとも一部を操作可能に維持する機能と
　を実現させ、
　前記コンピュータに前記第１のスクロール制御を実行させるための第１のユーザ操作と
、前記コンピュータに前記第２のスクロール制御を実行させるための第２のユーザ操作と
は、前記タッチスクリーンディスプレイ上の前記表示領域に対する互いに異なるタッチ操
作であるプログラム。
【符号の説明】
【０１００】
　１００　　端末装置
　１１０　　タッチスクリーンディスプレイ
　１１２　　表示部
　１１４　　操作部
　１２０　　制御部
　１３０　　記憶部
　１４０　　通信部
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